
水防法改正の概要～浸水想定区域内の地下街、高齢者等利用施設、大規模工場等 

 における自主的な避難確保・浸水防止の取組の促進～ 

事業所等 地下街 高齢者、障害者、乳幼児等の
要配慮者利用施設

大規模工場等
（申出のあったもの）（※注）

措置の
義務付け

義務
（市町村長からの指示に従わない場
合、公表の措置あり）

努力義務 努力義務

措置の内容 ・避難確保計画の作成
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施

・避難確保計画の作成

・訓練の実施
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施

自衛水防組織 自衛水防組織の設置義務あり、
構成員の市町村長への報告

自衛水防組織を設置した場合、
構成員の市町村長への報告

自衛水防組織を設置した場合、
構成員の市町村長への報告

○市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の地下街、高齢者等利用施設、大規模
工場等（以下「事業所等」）の所有者等に対し、市町村長から洪水予報等が直接伝達
されます。

○上記事業所等について、避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛
水防組織の設置等が規定されました。

※赤字は今回の法改正で拡充

【サポート体制】
国の河川関係事務所内の「災害情報普及支援室」において、事業者等の皆様に対し、 
計画作成、訓練の実施等の技術的助言を行いますので、ご活用ください。

注：大規模工場その他の施設であって国土
交通省令で定める基準を参酌して市町村の
条例で定める用途及び規模に該当するもの 

注：なお、事業所等で実施されるこれらの取組で、都道府県と市町村が共同で作成する「整備計画」に基づく取組については、防災・安全交付金の効果促進事業
の活用により、市町村を通じて支援を受けることができます。
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新潟市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途 

及び規模を定める条例について 

１．経 緯 

・ H25.6 月の水防法改正により、浸水想定区域内の大規模工場等（所有者又は管

理者から申出があり、地域防災計画に定められたもの。）について、浸水防止計

画の作成、訓練の実施及び自衛水防組織を設置した場合の市長への報告が 努力義

務 として定められました。（別紙資料「改正水防法のポイント」を参照してくだ

さい。） 

・ 法律では、大規模工場等を「大規模工場その他の施設であって国土交通省令で

定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの。」と

定めています。 

・ また、国土交通省令では、大規模工場を「工場，作業場又は倉庫で、延べ面積

が 10,000m2以上のものであることとする。」と定めています。 

・ このことから、新潟市の実情に合わせ，大規模工場等に関する基準を設定し、

条例として制定する ものです。 

２．条例で定める基準 

⑴用途について

・ 水防法の改正主旨であるサプライチェーンの寸断による社会経済的な被害を

軽減するため，サプライチェーンに関連するものとして小売店舗を除く「工場，

作業場又は倉庫」とします。（国土交通省令のとおり） 

⑵規模について

・ 国の参酌基準の設定方法と同様の方法で新潟市を算出 し，「延べ面積 5,000m2

以上」とします。（工業統計調査の集計から、市全体の製造品出荷額等の合計

のうち、約 5割の出荷額等を占める事業所が「延べ面積 5,000m2以上」です。） 

３．条例が制定されたら 

⑴ 上記基準に該当する施設の 所有者又は管理者から申出があった場合 、施設の

名称及び所在地を新潟市地域防災計画に定めます。（＝記載します。） 

※申出がなければ地域防災計画には定めません。 

⑵ その後、努力義務となります が、「浸水防止計画の作成」、「自衛水防組織によ

る浸水防止対策の実施等」、「訓練の実施」をお願いいたします。 

【サポート体制】 

国の河川事務所において、事業者の皆様に対し、計画作成、訓練の実施等の技

術的助言を行っておりますので、ご活用ください。 
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